
薬第 728号

令和6年10月25日

一般社団法人宮城県病院薬剤師会長 殿

宮城県保健福祉部

藍懲隆

宮城県薬物の濫用の防止に関する条例の一部改正について（通知）

このことについて、別添のとおり令和6年10月24日付け宮城県条例第64号に

より、宮城県薬物の濫用の防止に関する条例の一部を改正する条例が公布されたの

で、承知願います。

なお、改正の趣旨及び改正の主な内容は下記のとおりです。

記

1 改正の趣旨

令和5年12月13日付けで大麻取締法及び麻薬及び向精神薬の一部を改正する

法律（令和5年法律第84号、以下「改正法」という。）が公布されたことに伴

い、宮城県薬物の濫用の防止に関する条例（平成27年宮城県条例第69号）につ

いて所要の改正を行うもの。

改正の主な内容

この条例における薬物の定義について、「麻薬及び向精神薬取締法」（昭和28

年法律第14号）の改正に伴い、大麻が同法における麻薬に包含されることになっ

たことから、定義から大麻の規定を削除した。

ワ
ー

3 施行年月日

令和6年12月12日（大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正す

る法律の施行の日）

担当：薬務課朧視麻薬班 渡部、青木
TEL:022-211-2653

FAX:022-211-2490

E-mail:yakumu-k@pref・miyagi.lg・jp
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布
設
工
事
監
督
者
が
監
督
業
務
を
行
う
水
道
の
布
設
工
事
並
び
に
布
設
工
事
監
督
者
及
び
水
道
技
術
管
理
者
の
資
格

を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
二
十
四
日

宮
城
県
知
事

村
井

嘉
浩

○
宮
城
県
条
例
第
五
十
六
号

布
設
工
事
監
督
者
が
監
督
業
務
を
行
う
水
道
の
布
設
工
事
並
び
に
布
設
工
事
監
督
者
及
び
水
道
技
術
管
理
者
の

資
格
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

条
例

○
布
設
工
事
監
督
者
が
監
督
業
務
を
行
う
水
道
の
布
設
工
事
並
び
に
布
設
工
事

監
督
者
及
び
水
道
技
術
管
理
者
の
資
格
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

○
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○
県
立
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○
警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
鞘
区
域
に
関
す
る
条
例
及
び
警
察
署
協
議
会

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○
宿
泊
税
条
例

○
宮
城
県
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○
次
世
代
育
成
支
援
対
策
地
域
協
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○
薬
学
生
修
学
資
金
貸
付
条
例

○
宮
城
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

宮
城
県
公
報

目
次条

例

（
企
業
局
水
道
経
営
課
）

（
同

）

（
教
育
庁
高
校
教
育
課
等
）

（
警
察
本
部
警
務
課
等
）

（
税
務

課
）

（
同

）

（
子
育
て
社
会
推
進
課
）

（
薬
務

課
）

（
同

）
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布
設
工
事
監
督
者
が
監
督
業
務
を
行
う
水
道
の
布
設
工
事
並
び
に
布
設
工
事
監
督
者
及
び
水
道
技
術
管
理
者
の
資
格

を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
宮
城
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
号
中
「
）
の
」
を
「
）
に
お
い
て
」
に
改
め
、
「
に
お
い
て
衛
生
工
学
若
し
く
は
水
道
工
学
に
関
す
る

学
科
目
」
を
削
り
、
「
二
年
以
上
水
道
」
を
「
三
年
以
上
水
道
、
工
業
用
水
道
、
下
水
道
、
道
路
又
は
河
川
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
水
道
等
」
と
い
う
。
こ
に
改
め
、
「
者
」
の
下
に
「
（
一
年
六
月
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務

に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
の
土
木
工
学
科
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
」

を
削
り
、
「
衛
生
工
学
及
び
水
道
工
学
に
関
す
る
学
科
目
以
外
の
学
科
目
」
を
「
機
械
工
学
科
若
し
く
は
電
気
工
学
科

又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
」
に
、
「
三
年
以
上
水
道
」
を
「
四
年
以
上
水
道
等
」
に
改
め
、
「
者
」
の
下
に
「
（
二

年
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中
「
短
期

大
学
」
の
下
に
「
（
同
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
」
を
、
「
高
等
専
門
学
校
」
の
下
に
「
（
次
号
に

お
い
て
「
短
期
大
学
等
」
と
い
う
。
こ
を
、
「
後
」
の
下
に
「
（
同
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
に
あ
っ
て
は
、

修
了
し
た
後
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
水
道
」
を
「
水
道
等
」
に
改
め
、
「
者
」
の
下
に
「
（
二
年
六
月

以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
に
限
る
。
と
を
加
え
、
同
条
第
六
号
を
同
条
第
八

号
と
し
、
同
条
第
五
号
中
「
水
道
」
を
「
水
道
等
」
に
改
め
、
「
者
」
の
下
に
「
（
五
年
以
上
水
道
の
工
事
に
関
す
る
技

術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
条
第
四
号
中
「
中

等
教
育
学
校
」
の
下
に
「
（
次
号
に
お
い
て
「
商
等
学
校
等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
水
道
」
を
「
水
道
等
」
に
改
め
、

「
者
」
の
下
に
「
（
三
年
六
月
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、

同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
高
等
学
校
等
に
お
い
て
機
械
科
若
し
く
は
電
気
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
、
八

年
以
上
水
道
等
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
（
四
年
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の

実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

第
三
条
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
短
期
大
学
等
に
お
い
て
機
械
科
若
し
く
は
電
気
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
、
六

年
以
上
水
道
等
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
（
三
年
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の

実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

第
四
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
前
条
第
一
号
、
第
三
号
又
は
第
五
号
に
規
定
す
る
学
校
に
お
い
て
土
木
工
学
科
若
し
く
は
土
木
科
又
は
こ
れ
ら

に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
（
学
校
教
育
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
に
あ
っ
て
は
、
修
了

し
た
後
）
、
同
条
第
一
号
に
規
定
す
る
学
校
を
卒
業
し
た
者
に
つ
い
て
は
三
年
以
上
、
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る

学
校
を
卒
業
し
た
者
（
同
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
に
あ
っ
て
は
、
修
了
し
た
者
）
に
つ
い
て
は
五
年

以
上
、
同
条
第
五
号
に
規
定
す
る
学
校
を
卒
業
し
た
者
に
つ
い
て
は
七
年
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
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公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
二
十
四
日

宮
城
県
知
事

村
井

嘉
浩

○
宮
城
県
条
例
第
五
十
七
号

寺一

公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
二
第
二
項
中
「
に
掲
げ
る
額
を
超
え
な
い
も
の
」
を
「
の
と
お
り
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
三
項
本
文
中
「
第
六
条
の
二
第
二
項
」
の
下
に
「
及
び
別
表
第
三
」
を
加
え
、
「
あ
る
の
は
、
」
を
「
あ

る
の
は
」
に
改
め
、
「
合
算
し
た
額
」
」
の
下
に
「
と
、
同
表
中
「
維
持
管
理
負
担
金
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条

第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
料
金
（
流
域
下
水
道
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額
及
び
維
持
管
理
負
担
金
の
額
を
合

算
し
た
額
」
」
を
加
え
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
第
六
条
の
二
第
二
項
」
の
下
に
「
及
び
同
表
」
を
加
え
る
。

別
表
第
三
仙
塩
流
域
下
水
道
の
項
中
「
四
四
・
八
円
」
を
「
三
八
・
六
円
」
に
改
め
、
同
表
阿
武
隈
川
下
流
流
域
下

水
道
の
項
中
「
五
七
・
三
円
」
を
「
四
四
・
八
円
」
に
改
め
、
同
表
鳴
瀬
川
流
域
下
水
道
の
項
中
「
九
二
・
三
円
」
を

「
八
一
・
三
円
」
に
改
め
、
同
表
吉
田
川
流
域
下
水
道
の
項
中
「
五
八
・
六
円
」
を
「
五
○
・
二
円
」
に
改
め
、
同
表

北
上
川
下
流
流
域
下
水
道
の
項
中
「
九
一
・
二
円
」
を
「
八
一
・
○
円
」
に
改
め
、
同
表
北
上
川
下
流
東
部
流
域
下
水

道
の
項
中
「
一
四
七
・
七
円
」
を
「
一
三
三
・
八
円
」
に
改
め
、
同
表
迫
川
流
域
下
水
道
の
項
中
．
四
七
・
三
円
」

を
コ
ニ
五
・
三
円
」
に
改
め
、
同
表
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考

維
持
管
理
負
担
金
の
額
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
額
に
消
費
税
及
び
地
方
消
劉
税
に
相
当
す
る
額
を
そ
れ
ぞ
れ

加
算
し
た
額
と
す
る
。

附
則

（
施
行
期
日
）

従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

第
四
条
第
二
号
中
「
及
び
第
四
号
」
を
「
又
は
第
五
号
」
に
改
め
、
「
土
木
工
学
以
外
の
」
を
削
り
、
「
に
関
す
る
学

科
目
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
学
科
目
」
を
「
の
課
程
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
（
土
木
工
学
科
及
び
土
木
科
並

び
に
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
「
後
」
の
下
に
「
（
学
校
教
育
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課

程
に
あ
っ
て
は
、
修
了
し
た
後
こ
を
、
「
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
学
校
を
卒
業
し
た
者
」
の
下
に
「
（
同
法
に
よ
る

専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
に
あ
っ
て
は
、
修
了
し
た
者
）
」
を
加
え
、
「
同
条
第
四
号
」
を
「
同
条
第
五
号
」
に
改
め
、

同
条
第
四
号
中
「
前
二
号
」
を
「
前
三
号
」
に
改
め
る
。

附
則

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

１
こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
流
域
下
水
道
事
業
の
施
設
の
利
用
に
係
る
維
持
管
理
負
担
金
の
額
並
び
に

第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
料
金
（
流
域
下
水
道
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額
及
び
維
持
管
理
負
担

金
の
額
を
合
算
し
た
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

県
立
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
二
十
四
日

宮
城
県
知
事

村
井

嘉
浩

○
宮
城
県
条
例
第
五
十
八
号

県
立
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

県
立
学
校
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則

（
施
行
期
日
）

１
こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
に
宮
城
県
立
小
桧
島
支
援
学
校
の
松
陵
校
に
在
学
す
る
児
童
及
び
同
日
中
に
同
校
の
中

学
部
の
課
程
を
修
了
し
な
い
生
徒
は
、
同
年
四
月
一
日
に
宮
城
県
立
松
陵
支
援
学
校
の
相
当
の
児
童
及
び
生
徒
と
な

る
も
の
と
す
る
。

弓第
五
条
の
表
宮
城
県
立
秋
保
か
が
や
き
支
援
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
四
条
の
表
中

、

｜」
に
改
め
る
。

L一

÷

ぜ

宮
城
県
立
松
陵
支
援
学
校

同一

』

宮
城
県
大
河
原
産
業
高
等
学
校

柴
田
郡
大
河
原
町

面

宮
城
県
大
河
原
産
業
高
等
学
校

柴
田
郡
大
河
原
町

宮
城
県
柴
田
農
林
高
等
学
校

宮
城
県
大
河
原
商
業
高
等
学
校
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警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
及
び
警
察
署
協
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
二
十
四
日

宮
城
県
知
事

村
井

嘉
浩

○
宮
城
県
条
例
第
五
十
九
号

警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
及
び
警
察
署
協
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
三
十
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
宮
城
県
塩
釜
警
察
署
の
項
か
ら
宮
城
県
大
和
警
察
署
の
項
ま
で
を
削
り
、
同
表
宮
城
県
石
巻
警
察
署
の
項
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
警
察
署
協
議
会
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

警
察
署
協
議
会
条
例
（
平
成
十
三
年
宮
城
県
条
例
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
宮
城
県
塩
釜
警
察
署
の
項
か
ら
宮
城
県
大
和
瞥
察
署
の
項
ま
で
を
削
り
、
同
表
宮
城
県
石
巻
警
察
署

の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
宮
城
県
若
柳
警
察
署
の
項
及
び
宮
城
県
築
館
警
察
署
の
項
を
削
り
、
同
表
宮
城
県
加
美
警
察
署
の
項
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
宮
城
県
古
川
警
察
署
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

○
宮
城
県
条
例
第
六
十
号

宿
泊
税
条
例

（
課
税
の
目
的
）

第
一
条

県
は
、
観
光
資
源
の
魅
力
の
増
進
、
旅
行
者
の
受
入
れ
に
必
要
な
環
境
の
整
備
そ
の
他
の
観
光
の
振
興
を
図

る
施
策
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
、
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
四
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
宿
泊
税
を
課
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
詔
は
、
法
及
び
宮
城
県
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
四
十

二
号
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
納
税
義
務
者
等
）

第
三
条

宿
泊
税
は
、
旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旅
館
業
（
同

条
第
四
項
に
規
定
す
る
下
宿
営
業
を
除
く
。
）
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
十
三

附
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。

宿
泊
税
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
二
十
四
日

第
二
条
の
表
宮
城
県
若
柳
警
察
署
の
項
及
び
宮
城
県
築
館
警
察
署
の
項
を
削
り
、
同
表
宮
城
県
加
美
警
察
署
の
頂

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
二
条
の
表
宮
城
県
古
川
警
察
署
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

宮
城
県
知
事

村

井

嘉

浩

Ｂ
Ｏ
Ｉ
色
ｂ
ｐ
，
■
■
●
ｂ
０
Ｉ
■
０
‐
’
二
Ｆ
ｒ
■
Ⅱ
■
の
』
む
ら
Ｂ
■
‐
Ｉ
Ｄ
Ｉ
画

宮
秘
県
叫
モ
泥
智
勇
鼈

岩
沼
市

名
取
市

岩
沼
市

宮
城
県
栗
原
警
察
署

栗
原
市

栗
原
市

宮
城
県
大
和
警
察
署

黒
川
郡
大
和
町

郷大黒富和
町
（
宮
城
県
泉
警
察
署
の
管
轄
区
域
を
除
く
。
）
、
大

町
、
大
衡
村

川谷郡
の
う
ち

市
宮
城
県
塩
釜
警
察
署

塩
寵
市

塩
寵
市

多
賀
城
市

宮
城
郡
一

円

宮
城
県
岩
沼
警
察
署

宮
城
県
岩
沼
警
察
署
協
議
会

宮
城
県
栗
原
警
察
署

宮
城
県
栗
原
警
察
署
協
議
会

宮
城
県
大
和
警
察
署

宮
城
県
大
和
警
察
署
協
議
会

言
．
成
鳥
信
皿
釜
譽
重
訳
普

夕
ｌ
ｑ
ｊ
‐
』
．
。
Ⅱ
８
Ｊ
ｌ
可
●
Ｊ

〃
ご
宇
剣
勾
喝
Ｉ
Ｅ
４
Ｆ
Ｊ
１
●
夢

宮
城
県
塩
釜
警
察
署
協
議
会
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条
第
五
項
に
規
定
す
る
認
定
事
業
及
び
住
宅
宿
泊
事
業
法
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
二
条
第
三
項
に

規
定
す
る
住
宅
宿
泊
事
業
に
係
る
施
設
（
以
下
「
宿
泊
施
設
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
宿
泊
料
金
（
宿
泊
の
対
価
と

し
て
支
払
う
べ
き
金
額
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
て
行
わ
れ
る
宿
泊
に
対
し
、

そ
の
宿
泊
者
に
課
す
る
。

（
課
税
免
除
）

第
四
条

次
に
掲
げ
る
宿
泊
に
対
し
て
は
、
宿
泊
税
を
課
さ
な
い
。

一
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
（
大
学
を
除
く
。
）
の
幼
児
、

児
童
、
生
徒
若
し
く
は
学
生
又
は
こ
れ
ら
の
者
を
引
率
す
る
者
が
当
該
学
校
の
修
学
旅
行
そ
の
他
の
教
育
活
動

（
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
と
し
て
宿
泊
す
る
場
合
（
当
該
学
校
の
校
長
（
園
長
を
含
む
。
）
が
そ
の
旨
を

証
明
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
当
該
宿
泊

二
次
に
掲
げ
る
施
設
の
満
三
歳
以
上
の
幼
児
又
は
当
該
幼
児
を
引
率
す
る
者
が
、
当
該
施
設
が
主
催
す
る
行
事
と

し
て
宿
泊
す
る
場
合
（
当
該
施
設
の
長
が
そ
の
旨
を
証
明
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
当
該
宿
泊

イ
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
所

ロ
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律

第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

ハ
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
九
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
、
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
小
規
模
保
育

事
業
又
は
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
事
業
所
内
保
育
事
業
を
行
う
施
設

（
免
税
点
）

第
五
条

宿
泊
料
金
が
一
人
一
泊
に
つ
き
六
千
円
未
満
の
宿
泊
に
対
し
て
は
、
宿
泊
税
を
課
さ
な
い
。

（
税
率
）

第
六
条

宿
泊
税
の
税
率
は
、
一
人
一
泊
に
つ
き
三
百
円
と
す
る
。

（
課
税
地
）

第
七
条

宿
泊
税
の
課
税
地
は
、
宿
泊
施
設
の
所
在
地
と
す
る
。

（
徴
収
の
方
法
）

第
八
条

宿
泊
税
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
る
。

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

第
九
条

宿
泊
税
の
特
別
徴
収
義
務
者
（
以
下
単
に
「
特
別
徴
収
義
務
者
」
と
い
う
。
）
は
、
宿
泊
施
設
の
経
営
者
と

す
る
。

２
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
宿
泊
税
の
徴
収
に
つ
い
て
便
宜
を

有
す
る
者
を
特
別
徴
収
義
務
者
に
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
前
二
項
の
特
別
徴
収
義
務
者
は
、
当
該
宿
泊
施
設
に
お
け
る
宿
泊
者
が
納
付
す
べ
き
宿
泊
税
を
徴
収
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
特
別
徴
収
義
務
者
と
し
て
の
登
録
等
）

第
十
条

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
徴
収
義
務
者
と
な
る
べ
き
者
（
宿
泊
料
金
が
一
人
一
泊
に
つ
き
六
千
円
以

上
と
な
る
宿
泊
が
な
く
、
申
告
納
入
す
べ
き
宿
泊
税
額
が
年
間
を
通
じ
て
発
生
し
な
い
こ
と
が
確
実
で
あ
る
宿
泊
施

設
（
以
下
「
登
録
義
務
免
除
対
象
宿
泊
施
設
」
と
い
う
。
）
の
特
別
徴
収
義
務
者
を
除
く
。
）
は
宿
泊
施
設
の
経
営
を

開
始
し
よ
う
と
す
る
日
の
五
日
前
ま
で
に
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
特
別
徴
収
義
務
者
は
当
該

指
定
を
受
け
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
宿
泊
施
設
ご
と
に
、
当
該
宿
泊
施
設
に
お
け
る
特
別
徴
収
我
務
者
と
し
て
の

登
録
を
知
事
に
申
諭
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
登
録
義
務
免
除
対
象
宿
泊
施
設
の
特
別
徴
収
義
務
者
は
、
当
該
登
録
義
務
免
除
対
象
宿
泊
施
設
が
、
登
録
義
務
免

除
対
象
宿
泊
施
設
で
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
宿
泊
施
設
ご
と
に
、
当
該
宿
泊
施
設
に
お

け
る
特
別
徴
収
義
務
者
と
し
て
の
登
録
を
知
事
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
前
二
項
の
登
録
を
申
請
す
る
場
合
に
お
い
て
提
出
す
べ
き
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
特
別
徴
収
義
務
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
又
は
所
在
地
及
び
個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人

を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規

定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
法
人
番
号
（
同
条
鐺
十
六
項
に
規
定
す
る
法

人
番
号
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
氏

名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
）
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
代
表
者
の
氏
名

二
宿
泊
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

三
客
室
数
そ
の
他
設
備
の
概
要

四
経
営
開
始
の
予
定
年
月
日
（
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
日
に
お
い
て
既
に
経
営
を
開
始
し
て
い
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
経
営
開
始
の
年
月
日
）

五
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

、

４
知
事
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
申
請
を
受
理
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
申
請
を
し
た
者
を
、

当
該
宿
泊
施
設
に
お
け
る
特
別
徴
収
義
務
者
と
し
て
登
録
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
旨
を
当
該
登
録
の
申
請
を
し
た
者

に
対
し
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
登
録
を
受
け
た
者
に
対
し
、
宿
泊
税
を
徴
収
す
べ

き
義
務
を
課
せ
ら
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
証
票
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
前
項
の
証
票
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
こ
奴
を
当
該
宿
泊
施
設
の
公
衆
の
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

７
第
五
項
の
証
票
は
、
他
人
に
貸
し
付
け
、
又
は
譲
り
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。
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８
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
受
け
た
者
は
、
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
場
合
に
お
い
て

は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
受
け
た
者
は
、
当
該
宿
泊
施
設
の
経
営
を
一
月
以
上
休
止
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

皿
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
届
出
に
係
る
休
止
期
間
を
定
め
な
か
っ
た
も
の
は
、
当
該

宿
泊
施
設
の
経
営
を
再
開
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
受
け
た
者
は
、
当
該
宿
泊
施
設
の
経
営
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
廃
止
の
日
か
ら
十

日
以
内
に
、
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑫
第
五
項
の
証
票
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
宿
泊
施
設
に
係
る
宿
泊
税
の
特
別
徴
収
の
義
務
が
消
滅
し
た
場
合

に
お
い
て
は
、
そ
の
消
滅
し
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
そ
の
証
票
を
知
事
に
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
申
告
納
入
）

第
十
一
条

特
別
徴
収
義
務
者
（
登
録
義
務
免
除
対
象
宿
泊
施
設
の
特
別
徴
収
義
務
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
は
、
毎
月
末
日
ま
で
に
、
前
月
一
日
か
ら
同
月
末
日
ま
で
の
期
間
に
徴
収
す
べ
き
宿
泊
税
に
係
る
宿
泊

の
総
数
、
税
額
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
戦
し
た
規
則
で
定
め
る
納
入
申
告
書
を
知
事
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
そ

の
納
入
金
を
納
入
書
に
よ
っ
て
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
特
別
徴
収
義
務
者
は
、
申
告
納
入
す
べ
き
宿
泊
税
額
が
一
定
金
額
以
下
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
要

件
に
該
当
す
る
者
と
し
て
知
事
の
承
認
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
柵
に
掲
げ
る
期
間
に
お
い
て
徴

収
す
べ
き
宿
泊
税
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
柵
に
掲
げ
る
期
限
ま
で
に
、
前
項
の
納
入
申
告
答
を
知
事
に
提

出
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
納
入
金
を
納
入
書
に
よ
っ
て
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
宿
泊
施
設
の
経
営

を
一
月
以
上
休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
廃
止
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
休
止
し
よ
う
と
す
る
日
又
は
廃
止
し
た
日

ま
で
に
徴
収
す
べ
き
宿
泊
税
に
つ
い
て
、
そ
の
日
か
ら
一
月
以
内
に
、
こ
れ
を
申
告
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
知
事
は
、
前
項
の
承
認
を
受
け
た
特
別
徴
収
義
務
者
が
同
項
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る

と
き
は
、
同
項
の
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
徴
収
不
能
額
等
の
還
付
又
は
納
入
義
務
の
免
除
）

弓

第
十
二
条

知
事
は
、
特
別
徴
収
義
務
者
が
宿
泊
料
金
及
び
宿
泊
税
の
全
部
又
は
一
部
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
又
は
徴
収
し
た
宿
泊
税
額
を
失
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
天

災
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
特
別
徴
収
義
務
者
の
申
請
に
よ
り
、

そ
の
宿
泊
税
額
が
既
に
納
入
さ
れ
て
い
る
と
き
は
こ
れ
に
相
当
す
る
額
を
還
付
し
、
そ
の
宿
泊
税
額
が
ま
だ
納
入
さ

れ
て
い
な
い
と
き
は
そ
の
納
入
の
義
務
を
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。

２
特
別
徴
収
義
務
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
還
付
又
は
納
入
の
義
務
の
免
除
を
申
請
す
る
場
合
は
、
規
則
で
定
め

る
申
瀦
瞥
に
当
該
還
付
又
は
納
入
の
義
務
の
免
除
を
必
要
と
す
る
理
由
を
証
す
る
に
足
り
る
沓
類
を
添
付
し
て
、
知

事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
宿
泊
税
額
に
相
当
す
る
額
を
還
付
す
る
場
合
に
お
い
て
、
還
付
を
受
け
る
特
別

徴
収
義
務
者
の
未
納
に
係
る
徴
収
金
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
還
付
す
べ
き
額
を
こ
れ
に
充
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
受
理
し
た
場
合
に
は
、
同
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
採
る
か

ど
う
か
に
つ
い
て
、
当
該
申
諭
を
受
理
し
た
日
か
ら
六
十
日
以
内
に
特
別
徴
収
義
務
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
Ｏ（
特
別
徴
収
義
務
者
の
帳
簿
の
記
載
義
務
等
）

第
十
三
条

特
別
徴
収
義
務
者
は
、
宿
泊
施
設
ご
と
に
帳
簿
を
備
え
、
宿
泊
年
月
日
、
宿
泊
者
数
、
宿
泊
税
の
課
税
対

象
と
な
る
宿
泊
者
数
、
宿
泊
税
の
課
税
免
除
の
対
象
と
な
る
宿
泊
者
数
、
宿
泊
料
金
及
び
宿
泊
税
額
を
記
戦
し
、
当

該
帳
簿
を
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
入
申
告
書
を
提
出
す
べ
き
日
（
登
録
義
務
免
除
対
象
宿

泊
施
設
の
特
別
徴
収
義
務
者
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
納
入
申
告
番
を
提
出
す
べ
き
日
）
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
特
別
徴
収
義
務
者
は
、
宿
泊
に
係
る
売
上
伝
票
そ
の
他
の
書
類
で
、
宿
泊
年
月
日
、
宿
泊
者
数
、
宿
泊
料
金
及
び

宿
泊
税
額
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
を
作
成
し
、
か
つ
、
当
該
書
類
に
記
載
す
る
宿
泊
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
月

の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
特
別
徴
収
義
務
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
備
付
け
及
び
保
存
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
帳
簿
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
関
係
帳
簿
」
と
い
う
。
）
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
自
己
が
最
初
の
記
録
段
階
か
ら
一
貫
し
て
電

子
計
算
機
を
使
用
し
て
作
成
す
る
場
合
に
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
関
係
帳
簿
に
係
る
電
磁
的
記

録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る

記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
術
付
け
及
び
保
存
又
は
当
該
関
係
帳
簿
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
備
付
け
及
び
当
該
電
磁
的
記
録
の
電
子
計
算
機
出

力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
（
電
子
計
算
機
を
用
い
て
電
磁
的
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
作
成
す
る
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ

ル
ム
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
保
存
を
も
っ
て
当
該
関
係
帳
簿
の
備
付
け
及
び
保
存
に
代

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

九
月
一
日
か
ら
十
一
月
末
日
ま
で

十
二
月
末
日

六
月
一
日
か
ら
八
月
末
日
ま
で

九
月
末
日

三
月
一
日
か
ら
五
月
末
日
ま
で

｝
ハ
ロ
河

日

十
二
月
一
日
か
ら
二
月
末
日
ま
で

三
月
末
日
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４
特
別
徴
収
義
務
者
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
及
び
保
存
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
関
係
書
類
」
と
い
う
。
）
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
自
己
が
一
貫
し
て
電
子
計
算
機
を
使
用
し
て
作

成
す
る
場
合
に
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
関
係
書
類
に
係
る
電
磁
的
記
録
等
（
電
磁
的
記
録
又
は

電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
保
存
を
も
っ
て
当
該
関
係
書

類
の
保
存
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
帳
簿
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
備
付
け
及
び
保
存
を
も
っ
て
当
該
関
係
帳
簿
の
術
付
け

及
び
保
存
に
代
え
て
い
る
特
別
徴
収
義
務
者
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保
存
を

も
っ
て
当
該
関
係
書
類
の
保
存
に
代
え
て
い
る
特
別
徴
収
義
務
者
は
、
規
則
で
定
め
る
場
合
に
は
、
当
該
関
係
帳
簿

又
は
当
該
関
係
書
類
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
関
係
帳
簿
又
は
当
該
関

係
書
類
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
保
存
を
も
っ
て
当
該
関
係
帳
簿
又
は

当
該
関
係
書
類
に
係
る
髄
磁
的
記
録
の
保
存
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
第
四
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
特
別
徴
収
義
務
者
は
、
関
係
嘗
類
（
規
則
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
全

部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
当
該
関
係
書
類
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
規
則
で
定
め
る
装
置
に
よ
り
電
磁
的
記
録
に

記
録
す
る
場
合
に
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
関
係
書
類
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保
存
を
も
っ
て
当

該
関
係
書
類
の
保
存
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
関
係
書
類
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保

存
が
当
該
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
行
わ
れ
て
い
な
い
と
き
（
当
該
関
係
書
類
の
保
存
が
行
わ
れ
て
い
る
場

合
を
除
く
。
）
は
、
当
該
塒
別
徴
収
義
務
者
は
、
当
該
樋
磁
的
記
録
を
保
存
す
べ
き
期
間
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る

要
件
を
満
た
し
て
当
該
髄
磁
的
記
録
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
又
は
前
項
前
段
の
い
ず
れ
か
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
備
付
け
及

び
保
存
が
行
わ
れ
て
い
る
関
係
帳
簿
又
は
保
存
が
行
わ
れ
て
い
る
関
係
書
類
に
係
る
電
磁
的
記
録
等
に
対
す
る
地
方

税
に
関
す
る
法
令
及
び
こ
の
条
例
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
等
を
当
該
関
係
帳
簿
又
は
当
該
関
係
書

類
と
み
な
す
。

（
帳
簿
の
記
載
義
務
違
反
等
に
関
す
る
罪
）

第
十
四
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
又

は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一
第
十
条
第
六
項
、
第
七
項
又
は
第
十
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

今』

二
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
帳
簿
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
正
当
な
事
由
が
な
く
て
記
載
を
し
な
か
っ

た
と
き
、
若
し
く
は
虚
偽
の
記
赦
を
し
た
と
き
、
又
は
同
項
の
帳
簿
を
隠
匿
し
た
と
き
。

三
前
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
同
項
の
帳
簿
を
五
年
間
保
存
し
な
か
っ
た
と
き
。

四
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
べ
き
書
類
に
つ
い
て
正
当
な
事
由
が
な
く
て
作
成
を
し
な
か
っ
た
と
き
、

若
し
く
は
虚
偽
の
書
類
を
作
成
し
た
と
き
、
又
は
同
項
の
書
類
を
隠
匿
し
た
と
き
。

五
前
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
同
項
の
瞥
類
を
二
年
間
保
存
し
な
か
っ
た
と
き
。

２
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関

し
て
前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
、
同

項
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

（
賦
課
徴
収
）

第
十
五
条

宿
泊
税
の
賦
課
徴
収
に
つ
い
て
は
、
宮
城
県
県
税
条
例
第
四
条
、
第
四
条
の
二
、
第
七
条
館
二
項
、
第
八

条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
、
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
六
条
の
四
、
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第

二
十
条
、
第
二
十
一
条
、
第
百
六
十
七
条
、
第
百
六
十
九
条
並
び
に
附
則
第
三
条
の
こ
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
同
条
例
第
四
条
及
び
第
四
条
の
二
第
一
項
中
「
県
税
」
と
あ
る
の
は
「
宿
泊
税
」
と
、
同
条
例
第

七
条
第
二
項
中
「
前
項
に
規
定
す
る
県
税
以
外
の
徴
収
金
」
と
あ
る
の
は
「
宿
泊
税
に
係
る
徴
収
金
」
と
、
同
条
例

第
八
条
第
一
項
中
「
県
税
」
と
あ
る
の
は
「
宿
泊
税
」
と
、
同
条
例
第
十
三
条
第
一
項
中
「
こ
の
条
例
」
と
あ
る
の

は
「
宿
泊
税
条
例
（
令
和
六
年
宮
城
県
条
例
第
六
十
号
）
」
と
、
第
百
六
十
七
条
及
び
第
百
六
十
九
条
中
「
こ
の
条
例
」

と
あ
る
の
は
「
宿
泊
税
条
例
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
こ
の
条
例
に
定
め
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
宿
泊
税
の
賦
課
徴
収
に
つ
い
て
は
、
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
間
接
地
方
税
及
び
夜
間
執
行
の
制
限
を
受
け
な
い
地
方
税
）

第
十
六
条

宿
泊
税
は
、
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
第
六
条
の
二
十
二
の
四
第
六

号
及
び
第
六
条
の
二
十
二
の
九
第
四
号
の
条
例
で
指
定
す
る
法
定
外
目
的
税
と
す
る
。

（
県
税
事
務
所
長
に
対
す
る
知
事
の
権
限
の
委
任
）

第
十
七
条

知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
課
税
地
所
轄
の
県
税
事
務
所
長
に
委
任
す
る
。

一
宿
泊
税
に
係
る
徴
収
金
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
事
項

二
宿
泊
税
に
係
る
過
料
の
納
額
告
知
及
び
徴
収
に
関
す
る
事
項

２
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
し
た
事
項
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
県
税
事
務

所
長
に
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
規
則
へ
の
委
任
）

第
十
八
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

旬塞

附
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
条
及
び
第
六
条
の
規
定
は
、
同
日

前
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日
（
附
則
第
三
条
及
び
第
六
条
に
お
い
て
「
一
部
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
区
分
）

第
二
条

こ
の
条
例
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
の
宿
泊
（
施
行
日
の
前
日
か
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ら
施
行
日
に
か
け
て
行
わ
れ
る
宿
泊
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
準
備
行
為
）

第
三
条

第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
、
第
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

る
証
票
の
交
付
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
し
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
こ
の
条
例
の
規

定
の
例
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
－
部
施
行
日
に
お
い
て
現
に
宿
泊
施
設
（
登
録
義
務
免
除
対
象
宿
泊
施
設
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
経
営
し
て

い
る
者
又
は
一
部
施
行
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
宿
泊
施
設
の
経
営
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
者
は

施
行
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
五
日
前
ま
で
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
特
別
徴
収
義
務
者
は
当
該
指

定
を
受
け
た
日
か
ら
十
日
を
経
過
す
る
日
又
は
施
行
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
五
日
前
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま

で
に
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
五
日
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
宿
泊
施
設
の
経
営
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
者
は
当

該
経
営
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
日
の
五
日
前
ま
で
に
、
第
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
特
別
徴

収
義
務
者
と
し
て
の
登
録
を
知
事
に
申
蒲
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
仙
台
市
内
に
お
け
る
宿
泊
税
の
特
例
）

第
四
条

仙
台
市
の
区
域
内
に
所
在
す
る
宿
泊
施
設
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
市
内
施
設
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る

宿
泊
料
金
を
受
け
て
行
わ
れ
る
宿
泊
に
対
し
て
仙
台
市
が
課
す
る
税
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
市
宿
泊
税
」
と
い

う
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
市
内
施
設
に
お
け
る
宿
泊
に
対
す
る
第
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
「
三
百
円
」

と
あ
る
の
は
、
「
百
円
」
と
す
る
。

２
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
宿
泊
税
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
県
宿
泊
税
」
と
い
う
。
）
の
賦

課
徴
収
は
、
第
九
条
第
二
項
、
第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
二
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に

第
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
仙
台
市
が
市
宿
泊
税
の
賦
課
徴
収
の
例
に
よ
り
市
宿
泊
税
の
賦
課
徴
収
と
併
せ

て
行
う
も
の
と
す
る
。

３
仙
台
市
長
が
市
宿
泊
税
の
納
入
期
限
を
延
長
し
た
場
合
に
は
、
当
該
市
宿
泊
税
が
課
さ
れ
た
宿
泊
に
係
る
県
宿
泊

税
の
納
入
期
限
に
つ
い
て
も
、
同
一
期
間
延
長
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

４
仙
台
市
長
が
市
宿
泊
税
又
は
そ
の
延
滞
金
額
を
減
免
し
た
場
合
に
は
、
当
該
市
宿
泊
税
が
課
さ
れ
た
宿
泊
に
係
る

県
宿
泊
税
又
は
そ
の
延
滞
金
額
に
つ
い
て
も
当
該
市
宿
泊
税
又
は
延
滞
金
額
に
対
す
る
減
免
額
の
割
合
と
同
じ
割
合

に
よ
り
減
免
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

５
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
市
内
施
設
に
お
け
る
特
別
徴
収
義
務
者
は
、
第
十
条
第
一
項
又
は
第

二
項
に
規
定
す
る
申
請
の
義
務
を
負
わ
な
い
。

６
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
市
内
施
設
に
お
け
る
特
別
徴
収
義
務
者
は
、
第
十
一
条
第
一
項
及
び

第
二
項
並
び
に
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
宿
泊
税
の
申
告
又
は
申
請
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
申
告
等
」
と
い
う
。
）
の
例
に
よ
り
市
宿
泊
税
の
申
告
等
と
併
せ
て
、
仙
台
市
長
に
県
宿
泊
税
の
申
告
等
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
市
内
施
設
に
お
け
る
特
別
徴
収
義
務
者
は
、
第
十
一
条
第
一
項
及
び

第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
宿
泊
税
に
係
る
徴
収
金
の
納
入
の
例
に
よ
り
市
宿
泊
税
の
徴
収
金
と
併
せ
て
、

県
宿
泊
税
の
徴
収
金
を
仙
台
市
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
仙
台
市
は
、
県
宿
泊
税
に
係
る
徴
収
金
の
納
入
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ

れ
を
県
に
払
い
込
む
も
の
と
す
る
。

９
県
は
、
仙
台
市
に
お
い
て
第
二
項
及
び
前
項
の
事
務
を
行
う
た
め
に
要
す
る
費
用
を
補
償
す
る
も
の
と
す
る
。

（
拘
禁
刑
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

施
行
日
が
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
刑
法
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
刑
法
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
十
四

条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
拘
禁
刑
」
と
あ
る
の
は
、
「
懲
役
」
と
す
る
。
刑
法
施
行
日
以

後
に
お
け
る
刑
法
施
行
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

（
調
整
規
定
）

第
六
条

一
部
施
行
日
が
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政

運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年

法
律
第
四
十
六
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
日
の
前
日
ま
で
の

間
に
お
け
る
第
十
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
同
条
第
十
六
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
同

条
第
十
五
項
」
と
す
る
。

（
検
討
）

第
七
条

知
事
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
後
三
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
社
会
経
済
情
勢
等
の
変
化
等
を
勘
案
し
、

こ
の
条
例
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要

の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
し
、
そ
の
後
に
お
い
て
も
、
五
年
ご
と
に
同
様
の
検
討
を
行
う
も
の
と
す
る
。

宮
城
県
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
二
十
四
日

宮
城
県
知
事

村
井

嘉

○
宮
城
県
条
例
第
六
十
一
号

宮
城
県
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
宮
城
県
県
税
条
例
等
の
一
部
改
正
）

第
一
条

次
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
中
「
同
条
第
十
五
項
」
を
「
同
条
第
十
六
項
」
に
改
め
る
。

一
宮
城
県
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
二
号
）
第
十
四
条
第
二
項
第
一
号

浩
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二
県
税
減
免
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
十
四
号
）
第
九
条
第
一
項
第
一
号

三
過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
三
十
一
号
）
第
六
条

第
一
項
第
一
号

四
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
（
平
成
六
年
宮
城
県
条
例
第
二
号
）
第

六
条
第
一
項
第
一
号

五
原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
宮
城
県
条
例
第
六
十
四

号
）
第
五
条
第
一
号

六
特
定
復
興
産
業
集
積
区
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
宮
城
県
条
例
第
十
五

号
）
第
五
条
第
一
号

七
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
九
十
一

号
）
第
四
条
第
一
号

八
被
災
関
連
市
町
村
か
ら
特
定
の
交
換
に
よ
り
土
地
を
取
得
し
た
場
合
の
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
（
平

成
二
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
五
号
）
第
三
条
第
一
号

（
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
対
す
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
改
正
）

第
二
条

次
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
中
「
第
二
条
第
十
五
項
」
を
「
第
二
条
第
十
六
項
」
に
改
め
る
。

一
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
対
す
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
号
）

第
六
条
第
一
項
第
一
号

二
企
業
立
地
促
進
の
た
め
の
県
税
の
課
税
免
除
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
百
号
）
第
五
条

第
一
号

三
核
燃
料
税
条
例
（
令
和
四
年
宮
城
県
条
例
第
七
十
四
号
）
第
八
条
第
一
項
第
一
号

附
則

こ
の
条
例
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の

簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四

十
六
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

次
世
代
育
成
支
援
対
策
地
域
協
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
二
十
四
日

宮
城
県
知
事

村
井

嘉
浩

○
宮
城
県
条
例
第
六
十
二
号

次
世
代
育
成
支
援
対
策
地
域
協
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

次
世
代
育
成
支
援
対
策
地
域
協
議
会
条
例
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
百
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

｜

写

薬
学
生
修
学
資
金
貸
付
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
二
十
四
日

宮
城
県
知
事

村
井

嘉
浩

○
宮
城
県
条
例
第
六
十
三
号

薬
学
生
修
学
資
金
貸
付
条
例

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
薬
剤
師
が
不
足
し
て
い
る
地
域
の
医
療
機
関
に
お
い
て
将
来
薬
剤
師
と
し
て
業
務
に
従
事
し

よ
う
と
す
る
者
に
対
し
修
学
資
金
を
貸
し
付
け
る
こ
と
に
よ
り
、
県
内
の
医
療
機
関
に
お
け
る
薬
剤
師
を
確
保
し
、

も
っ
て
医
療
提
供
体
制
の
整
備
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
「
薬
学
生
」
と
は
、
県
内
の
大
学
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）

第
一
条
に
規
定
す
る
大
学
を
い
い
、
大
学
院
（
同
法
第
九
十
七
条
に
規
定
す
る
大
学
院
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を

除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
薬
学
を
履
修
す
る
課
程
に
在
学
す
る
者
を
い
う
。

（
貸
付
対
象
者
）

●

第
三
条

知
事
は
、
将
来
薬
剤
師
と
し
て
特
定
医
療
機
関
（
薬
剤
師
が
不
足
し
て
い
る
地
域
の
医
療
機
関
と
し
て
知
事

が
別
に
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
の
業
務
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
薬
学
生
に
対
し
、
修
学
資
金
を
貸

し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
貸
付
金
額
）

第
四
条

修
学
資
金
の
貸
付
金
額
は
、
規
則
で
定
め
る
。

（
貸
付
け
の
申
請
）

第
五
条

修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
普
を
知
事
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
証
人
）

第
六
条

修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
二
人
の
保
証
人
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
前
項
の
保
証
人
は
、
修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
と
連
帯
し
て
債
務
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

（
貸
付
け
の
決
定
）

正
す
る
。

附
則
第
三
項
中
「
平
成
三
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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第
七
条

知
事
は
、
第
五
条
の
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
貸
付
け
の
適
否
を
決
定
し
、
そ
の
旨
を

申
識
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
貸
付
け
の
休
止
及
び
停
止
）

第
八
条

知
事
は
、
修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
て
い
る
者
が
休
学
し
、
又
は
停
学
の
処
分
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の

日
の
属
す
る
月
の
翌
月
分
か
ら
復
学
し
た
日
の
属
す
る
月
の
分
ま
で
、
修
学
資
金
の
貸
付
け
を
休
止
す
る
も
の
と
す

る
。

２
知
事
は
、
修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
て
い
る
者
が
大
学
の
課
程
に
お
い
て
同
一
の
学
年
を
重
ね
て
履
修
す
る
と

き
は
、
当
該
履
修
に
係
る
期
間
は
、
修
学
資
金
の
貸
付
け
を
休
止
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
知
事
が
特
に
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
知
事
は
、
修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
て
い
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属

す
る
月
か
ら
修
学
資
金
の
貸
付
け
を
停
止
す
る
も
の
と
す
る
。

一
死
亡
し
た
と
き
。

二
退
学
し
た
と
き
。

三
修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
る
こ
と
を
辞
退
し
た
と
き
。

四
心
身
の
故
障
の
た
め
、
大
学
の
課
程
の
履
修
を
継
続
す
る
見
込
み
が
な
く
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

五
前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
修
学
資
金
の
貸
付
け
の
目
的
を
達
成
す
る
見
込
み
が
な
く
な
っ
た
と
認
め
ら

れ
る
と
き
。

（
償
還
）

第
九
条

修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
は
、
当
該
修
学
資
金
の
額
に
、
当
該
貸
付
け
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
貸

付
け
が
終
了
す
る
月
の
末
日
ま
で
の
期
間
（
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
修
学
資
金
の
貸
付
け
が
休
止

さ
れ
た
期
間
（
以
下
「
休
止
期
間
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
の
日
数
に
応
じ
年
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
計
算
し
た

利
息
（
以
下
「
利
息
」
と
い
う
。
）
を
加
え
た
額
を
規
則
で
定
め
る
期
間
（
次
条
の
規
定
に
よ
り
償
還
を
猶
予
さ
れ

た
と
き
は
、
当
該
猶
予
さ
れ
た
期
間
と
こ
の
条
の
規
定
に
よ
り
規
則
で
定
め
る
期
間
を
合
算
し
た
期
間
と
す
る
。
以

下
「
償
還
期
間
」
と
い
う
。
）
内
に
一
括
し
て
償
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
償
還
の
猶
予
）

第
十
条

知
事
は
、
修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
相
当
と
認
め

る
期
間
、
当
該
修
学
資
金
及
び
利
息
の
償
還
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
四
号
に
該
当
す
る
場
合
に

お
い
て
、
猶
予
す
る
期
間
は
、
大
学
を
卒
業
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

一
第
八
条
第
三
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
修
学
資
金
の
貸
付
け
を
停
止
さ
れ
た
後
も
引
き
続
き

大
学
に
在
学
し
て
い
る
と
き
。

二
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
償
還
の
免
除
を
受
け
る
た
め
に
業
務
（
指
定
医
療
機
関
（
知
事
が
修
学
資
金
を
貸

し
付
け
た
者
ご
と
に
指
定
す
る
県
内
の
医
療
機
関
を
い
う
。
）
に
お
け
る
薬
剤
師
の
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
．
）

に
従
事
し
て
い
る
と
き
。

三
大
学
院
の
課
程
（
薬
学
を
履
修
す
る
課
程
又
は
業
務
に
従
事
す
る
場
合
に
有
用
な
専
門
知
識
を
習
得
す
る
た
め

の
課
程
に
限
る
。
）
を
履
修
し
て
い
る
と
き
。

四
薬
剤
師
免
許
に
係
る
試
験
を
受
け
、
合
格
し
な
か
っ
た
と
き
。

五
災
害
、
病
気
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、
薬
剤
師
免
許
に
係
る
試
験
を
受
け
ら
れ
な
い
と
き
、
又

は
業
務
に
従
事
で
き
な
い
と
き
。

（
償
還
の
免
除
）

第
十
一
条

知
事
は
、
修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
が
、
大
学
を
卒
業
後
遅
滞
な
く
業
務
に
従
事
し
、
そ
の
業
務

に
従
事
し
た
期
間
が
、
貸
付
け
を
受
け
た
期
間
（
休
止
期
間
を
除
く
。
）
の
二
分
の
三
に
相
当
す
る
期
間
（
以
下
「
必

要
従
事
期
間
」
と
い
う
。
）
に
達
し
、
か
つ
、
業
務
（
特
定
医
療
機
関
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
従
事

し
た
期
間
が
、
必
要
従
事
期
間
の
二
分
の
一
以
上
の
期
間
に
達
し
た
と
き
は
、
当
該
修
学
資
金
及
び
利
息
の
償
還
を

免
除
す
る
も
の
と
す
る
。

２
知
事
は
、
修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
が
死
亡
、
心
身
障
害
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
修

学
漬
金
及
び
利
息
を
償
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
修
学
資
金
及
び
利
息
の
償
還
並
び
に
遅
延

利
息
（
第
十
三
条
に
規
定
す
る
遅
延
利
息
を
い
う
。
）
の
支
払
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
準
用
）

第
十
二
条

第
五
条
及
び
第
七
条
の
規
定
は
、
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
償
還
の
猶
予
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
る
償
還
の

免
除
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
遅
延
利
息
）

第
十
三
条

修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
償
還
期
間
内
に
当
該
修
学
資
金
及
び
利
息
を

償
還
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
償
還
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
償
還
を
完
了
す
る
日
ま
で
の
日
数
に
応
じ
、
償

還
す
べ
き
額
に
つ
き
年
十
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
計
算
し
た
遅
延
利
息
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
委
任
）

第
十
四
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
戦
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

Ｉ

附
則

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

宮
城
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
二
十
四
日
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宮
城
県
知
事

村
井

嘉
浩

○
宮
城
県
条
例
第
六
十
四
号

宮
城
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

宮
城
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
同
条
第
三
号
中
「
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
麻
薬
、
同
条

第
四
号
」
を
「
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
麻
薬
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
麻
薬
と
み
な
さ
れ
る
物
を
含

む
。
）
、
同
条
第
一
項
第
四
号
」
に
、
「
同
条
第
六
号
」
を
「
同
項
第
六
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同

条
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
四
条
第
二
項
並
び
に
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
第
二
条
第
七
号
」
を
「
第
二
条
第
六
号
」
に

改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
第
六
号
」
を
「
第
五
号
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
第
二
条
第
七
号
」
を
「
第
二
条
第
六
号
」
に
改
め
る
。

附
則

こ
の
条
例
は
、
大
麻
取
締
法
及
び
麻
薬
及
び
向
糖
神
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
八
十

四
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

＝＝ Ⅱ■■■■ ＝＝

。


